
 

 

 

施 行  平成３０年１２月１１日 

 

特定非営利活動法人中浜万次郎国際協会（John Mung International, Inc.）定款（抜粋） 

 

第１章 総 則 

 

第１条 この法人は、特定非営利活動法人中浜万次郎国際協会 

また英文名を（John Mung International, Inc.）という。 

 

第２条（事務所）この法人は、主たる事務所を 東京都中野区白鷺三丁目７番６号に置く。 

 

第３条（目的）この法人は、江戸時代幕末から明治維新に至る時代について、中浜万次郎 

及びその他の人物、歴史事象を中心に研究し、その成果を一般市民、在留外国人、海 

外の邦人、小中学生及び高校生などを対象に公開講座、啓発活動などの事業を行うこ 

とにより、日本が近代的な民主主義国家に変革し、国際的に認められる国家になる事 

情及び実相を広く公開し、社会利益の増進に寄与することを目的とする。 

 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 

非営利活動の種類 

(1)社会教育の推進を図る活動 

(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

(3)国際協力の活動 

(4)子どもの健全育成を図る活動 

(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、 

次の事業を行う。 

事業の種類 

(1)定期講演会事業 

(2)歴史探訪ツアー事業 

(3)青少年対象の講演会事業 

  

第２章 会 員 

 

第６条（種別）この法人の会員は、次の４種とし、正会員をもって特定非営利活動促進 

法（以下「法」という。）上の社員とする。 

(1)一般正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人。 

(2)遠隔地正会員 この法人の目的に賛同して入会した遠隔地(東京都、神奈川県、埼玉

県、千葉県以外の道府県)在住の個人。 

(3)学生正会員 この法人の目的に賛同して入会した学生。 

(4)賛助会員 この法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体。 

 

第７条（入会）会員の入会について、特に条件は定めない。 

  会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、 

理事長に申し込むものとする。 

 



 

 

 

第８条（入会金及び会費） 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を 

納入しなければならない。 
 

第３章 役 員 

 

第12条（種別及び定数）この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事 ３人以上７人以内 

(2) 監事 １人以上２人以内 

   理事のうち１人を理事長とし、１人以上２人以内を副理事長とする。 

 

第14条（職務）理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたと 

きは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、こ 

の法人の業務を執行する。 

 監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2) この法人の財産の状況を監査すること。 

 

第15条（任期）役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

  
 

第４章 会 議 

 

第19条（種別）この法人の会議は、総会及び理事会の２種とする。 

  総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

 

第27条（総会での表決権等）各正会員の表決権は、平等なものとする。 

  やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項 

について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として 

表決を委任することができる。 

  議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２人が、記名押印又は 

署名しなければならない。 

 

第30条（理事会）理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 

(1) 総会に付議すべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

 

第34条（理事会の議決）理事会における議決事項は、第32条第３項の規定によってあら 

かじめ通知した事項とする。 

理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す   

るところによる。 

 

第35条（理事会での表決権等）各理事の表決権は、平等なものとする。 
 
 



 

 

 

第５章 資 産 

 

第37条（資産の構成）この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された資産 

(2) 入会金及び会費 

(3) 寄付金品 

(4) 財産から生じる収益 

(5) 事業に伴う収益 

(6) その他の収益 

 

第38条（資産の区分）この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、そ 

の他の事業に関する資産の２種とする。 

 

第６章 会 計 

 

第40条（会計の原則）この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなけ 

ればならない。 

 

第43条（事業計画及び予算）この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ご 

とに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 

 

第46条（事業報告及び決算）この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産 

目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監 

事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 

決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 
 

第９章 事務局 

 

第53条（事務局の設置）この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置するこ

とができる。 

事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。 

 

第１０章 雑 則 

 

第56条（細則）この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が 

これを定める。 
 

理事会のもとに、実際の運営にあたる部会を必要に応じて設置し、会員の推挙によ

る委員を選出する。 

 

運営委員会は、各部会の委員から構成し、必要に応じて理事長或いは事務局長が招集

し運営にあたる。 

 

  



 

 

 

附 則 

 

この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 

理事長 北 代 淳 二 

副理事長 落 合 靜 男 

副理事長 中 濱   京 

理 事 平 田   潔 

理 事   櫻 井 敬 人 

理 事     久保井   司 

理 事   幅   泰 治 

監 事   塚 本   宏 

 

この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第１項の規定にかかわらず、この法人 

の成立の日から平成32年3月31日までとする。 

 

令和2年4月1日より令和4年3月31日までの役員は、次のとおりとする。 

   理事長  北 代 淳 二 

   副理事長 落 合 靜 男 

   副理事長 中 濱   京 

   理事   平 田   潔 

   理事   櫻 井 敬 人 

   理事   久 保 井 司 

   理事   青 野   博 

   監事   塚 本   宏 

 

この法人の設立当初の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、この法人の成立の日 

から平成31年3月31日までとする。 

 

この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会 

の定めるところによる。 

 

この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額 

とする。 

       （1）入会金 正会員、賛助会員、遠隔地会員、学生会員 1,000円 

      （2）年会費 正会員（個人）6,000円 

      （3）年会費 賛助会員    5,000円(1口以上) 

      （4）年会費 遠隔地会員（東京都､神奈川､千葉、埼玉県以外）3,000円 

      （5）年会費 学生会員   3,000円 

 


